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■お問い合わせ先　政策推進課　情報管理係　　　　　℡（62）1111（内線 156）　　　
　　　　　　　　　たかもり光ネットワーク株式会社　℡（62）3355　http://www.tkbb.jp

1 3 1  

高森町情報通信基盤整備事業だより
高森町行政放送（テレビ）サービスの

加入申込をお願いします！
　

高
森
町
で
は
、
町
独
自
の
番
組
放
送
や
デ
ー
タ
放
送
を
町
内

全
世
帯
に
提
供
す
る
た
め
、
光
ケ
ー
ブ
ル
に
よ
る
情
報
基
盤
整

備
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
高
森
・
色
見
地
区
の
全
世
帯
に
対
し
、「
高
森
町
行

政
放
送
（
テ
レ
ビ
）
サ
ー
ビ
ス
加
入
申
込
書
」
を
配
布
し
て
い

ま
す
。

　

高
森
町
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
人
は
無
料
で
利
用
で

き
ま
す
。

　

４
月
か
ら
番
組
の
試
験
放
送
を
開
始
し
ま
す
の
で
、
住
民
の

皆
さ
ま
の
加
入
申
込
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
以
前
配
布
し
た
加
入
申
込
書
（
水
色
の
用
紙
）
を
提

出
さ
れ
た
人
は
提
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②住所、氏名、連絡先を②住所、氏名、連絡先を
記入後、押印します記入後、押印します

③チェック印を記入。　　　　　③チェック印を記入。　　　　　
※設置場所が住所と異なる場合は、※設置場所が住所と異なる場合は、
　住所等を記入します。 　　　住所等を記入します。 　　

①日付を記入①日付を記入
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■県内自主放送視聴月額料金推移等一覧（他の自治体との比較）
自治体名　　　対象サービス　　　　初年目　　 2年目　　　3年目　　　4年目　　　5年目       6年目以降

上天草市 ケーブルテレビ
（自主放送など全44ch） 3,500円

1,000円

1,000円

1,500円 1,500円

1,000円
0円 0円

1,000円

800円 1,000円 1,000円

1,000円

3,500円

H26　　　H27　　　H28　　　H29　　　H30～

南小国町

自主放送・地デジ放送
告知端末

加入者間無料IP電話

H15　　　H16　　　H17　　　H18　　　H19～

小国町

ケーブルテレビ（地デジ）
告知端末
文字放送

H24　　　H25　　　H26　　　H27　　　H28～

五木村

ケーブルテレビ（地デジ）
告知端末

加入者間無料IP電話

H23　　　H24　　　H25　　　H26　　　H27～

山江村

自主放送
地上デジタル放送

告知端末
加入者間無料IP電話

H23　　　H24　　　H25　　　H26　　　H27～

高森町
基本サービス
衛星放送サービス

平成26年度
試験放送期間

平成27年度
放送開始 平成28年度 平成29年度

※消費税別途加算
※本サービスを受けなくなった場合の解約手数料は無料です。
（引き込み工事の際、現在取り付けられているアンテナはそのまま残しておいてください）
（解約の際アンテナが残っていれば、地上デジタル受信に関して無料で切り替え工事を行います）

自主放送
地上デジタル放送
行政データ情報
双方向通信システム

平成25年度工事開始 平成30年度
以降（予定）

平成２５年度からスタート

平成14年度からスタート

平成23年度からスタート

平成22年度からスタート

平成22年度からスタート
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１　入館料の改定

　平成 25年 12月議会において高森温泉館条例が改正され、平成 26年 4月から入
館料が以下のとおり改定されますのでお知らせします。
　なお今回の入館料の改定は、昨年 7月に実施した高森温泉館に関するアンケート
結果により、高森温泉館の今後の運営安定を図るために行うものですので、ご理解
いただきますようお願いします。

　※１　乳幼児（3歳以下）は引き続き無料です。
　※２　障がい者については以下のとおりです。

　　　　【改定前】障がいの程度に応じて無料又は半額（町内のみ）
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　【改正後】身体障害者手帳又は療育手帳提示者は 150円（町内外共通）

２　平成 26年４月以降の運営について

　アンケートの結果等に基づき総合的に検討した結果、平成 26年４月から指定管
理者により運営することが適当と判断し、２月 19日（水）を期限として指定管理
者を募集しています。
　指定の期間は１年（平成 26 年４月から平成 27 年３月まで）としていますが、
これは過去の指定管理者の経理に不透明な点があったことを考慮し、短期間とした
ものです。

町　　内 町　　外

大　人（中学生以上） 200 円 → 300 円 400 円 → 300 円

高齢者（70歳以上） 100 円 → 150 円 400 円 →300 円

子ども（小学生以下） 100 円 → 150 円 200 円 → 150 円

■お問い合わせ先　政策推進課　商工観光係 　℡（62）1111（内線 155）
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ごみ出しルールの厳守について
　最近、指定場所、指定日、指定時間以外のごみ出しが発生しており、ごみ収集場管理において非
常に迷惑をされています。ごみの搬出については、次の事項を厳守してください。
１．指定場所の厳守
　　通りがかりに隣組以外からのごみの持込やごみの放置をしない。
２．指定日の厳守
　　ごみ分別カレンダーの指定日に指定された種類のごみを出す。
３．ごみ出し時間の厳守
　　ごみは決められた日の朝（８時 30分まで）に出す。
　　※前日の夜に出さない（カラス、犬、猫等により荒らされないように）。

家庭ごみの分別について
　ごみの分別と減量化にご協力ください！
　町内で収集されたごみは、南部中継基地を経て最終的に大阿蘇環境センター未来館で処理されま
す。
　未来館では可燃ごみ（RDFごみ）は発電用燃料として、ビン・カンは再度ビンの原料や鉄製品に
再生（リサイクル）し、その他の不燃物・粗大ごみや家電製品についてもそれぞれ材質ごとに分け、
ごみの有効利用が図られています。
　今後も、廃棄物循環型システムの構築を目指していくため、適正な処理やリサイクルが円滑に行
えるよう「家庭ごみ分別カレンダー」を参考に、ルールを守ってのごみ出しをお願いいたします。

※ごみを出す際の注意事項
　①ビン・カンの袋に混ざりが多い物
　　スプレー缶（穴を開けて小金属へ）、蚊取り線香缶（小金属へ）、
　　小さな金属（小金属へ）、陶器（ガラス類へ）、化粧用ビン（ガラス類へ）
　②庭木等の剪定したもの
　　可燃物の袋に入れる。（袋に入らない剪定枝は１ｍ以内に揃え紐で縛り南部中継基地に持込み）
　③傘
　　傘類は、布をはずして本体を折って、小金属として出してください。（布は、可燃ごみへ）
　④蛍光管・乾電池
　　蛍光管・乾電池は南部中継基地に直接持ち込むか、役場の回収箱へ入れてください。

事業所から出る事業系ごみの処理方法について
　事業系ごみは家庭ごみの集積所に出せません。
　収集運搬許可業者に収集を委託するか、自己処理（自ら処理施設等へ搬入）する等適正処理にご
協力ください。　
○事業所とは…（飲食店・会社・工場・電気店・旅館・ホテル・病院・商店・理美容院など）

■お問い合わせ先　南部中継基地 　℡（62）0719　　高森町健康推進課　℡（62）1111
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町県民税の均等割引き上げについて

消費税法改正等について

区分／適用開始日 現　　行 平成 26年 4月 1日 平成 27年 10月 1日
（予定）

消費税率 4% 6.30% 7.80%

地方消費税率 1% 1.70% 2.20%

合計 5% 8% 10%

消費税率の引き上げ

＊消費税率及び地方消費税率について、つぎのとおり２段階で引き上げることとされました。

　東日本大震災の復興財源を確保するため、臨時特例法に基づき、平成 26年～ 35年までの間、町
県民税の均等割額がそれぞれ 500円づつ引き上げられます。

■お問い合わせ先　阿蘇税務署　℡ 0967（22）0551

　消費税法等の一部が改正され、平成 26年４月１日から「消費税及び地方消費税」の税率が５％
から８％に引き上げられることとされました。
　国税庁においては、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）のトピックス欄に「消費税法改
正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）」の特集ページを設け、改正内容等の広報・周知
を行っていますので、ご覧ください。
　なお、消費税法等の主な改正内容を記載した「消費税法改正等のお知らせ」（リーフレット）
についても、各税務署の窓口に備え付けております。
　消費税法改正等に関して、お分かりになりにくい点や詳しくお知りになりたいことがありまし
たら、阿蘇税務署（改正消費税相談コーナー）にお尋ねください。

現　　行
（平成 25年度まで）

改　　正
（平成 26年度から）

町　　民　　税 3,000 円 3,500 円

県　　民　　税 1,500 円 2,000 円

※県民税には水とみどりの森づくり税 500円が含まれています。

皆様の命と財産を守る施策の重要な財源となりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

税務課からのお知らせ

■お問い合わせ先　税務課　税務係　℡（62）1111（内線 165・166）
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曜　日 月 火 水 木 金

日にち 2月 17日 2月 18日 2月 19日 2月 20日 2月 21日

会　場 高森総合センター

受付時間
９～ 11時 河原１・２ 中・矢津田・

尾下２
下町

（１～ 8組）
旭通

（１～ 8組）
上町・昭和
（１～ 8組）

受付時間
13～ 15時 横町 天神 下町

（9～ 23組）
旭通

（9～ 24組）
昭和

（9～ 31組）

日にち 2月 24日 2月 25日 2月 26日 2月 27日 2月 28日

会　場
高森総合センター

朋　遊　館
税　理　士

受付時間
９～ 11時 冬野・津留 森・村山 相談日 尾下 1・2  野尻 1・2

受付時間
13～ 15時 上在 相談日 全地区

消費税対象者 津留１・2 河原 1・2、
尾下 2

日にち 3月 3日 3月 4日 3月 5日 3月 6日 3月 7日

会　場 草部総合センター 高森総合センター

受付時間
９～ 11時 草部（社倉以外） 芹口・下切 永野原 野尻草部地区

消費税対象者
相談日

受付時間
13～ 15時 草部（社倉） 中・矢津田

相談日 菅山 高森色見地区
消費税対象者

日にち 3月 10日 3月 11日 3月 12日 3月 13日 3月 14日

会場 高森総合センター

受付時間
９～ 11時 山鳥 井上 小倉原 中原・前原 相談日

受付時間
13～ 15時 戸狩 中園 西丁 洗川・大村 税務署送付

準備

日にち 3月 17日
会　場 高森総合センター

受付時間
９～ 11時 相談日

受付時間
13～ 15時

税務署送付
準備

平成 26年度（平成 25年分所得）申告受付会場

申告に必要なもの
・印鑑
・源泉徴収票
・（農業・営業・不動産収入がある場合）出荷、販売証明書
・生命保険、地震保険、介護保険料、国民年金等の支払証明書
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保健所でのエイズ相談・検査は無料・匿名です！

○ＨＩＶの感染は、血液中にＨＩＶに対する抗体があるかどうかを検査することでわかります。 
　ＨＩＶに感染してから抗体ができるまで、時間がかかるといわれています。正確な判定をするた
めには、 感染の危険性のあった日から３ヶ月以上経ってから検査を受けるようにしましょう。

○保健所では、検査したその日に結果を聞くことができる「即日検査」を実施しています。この検査は、
検査開始（採血）から 1時間程度で結果が判明します。

　なお、エイズの検査は無料、匿名で受けられますが、事前の予約が必要です。事前に電話でご確
認ください。

■お問い合わせ先　阿蘇保健所　℡　0967（32）0535

●相談日、検査日時は、熊本県ホームページ「エイズってなあに」に掲載されています
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/hiv.html

　このプロジェクトは、ロアッソ熊本の選手たちが、ロアッソ熊本“火の国もりあげタイ！”
として任命され、3～ 4人の選手が各市町村の担当として、任期の１年間、地域のイベント
に参加したり、ＰＲを行うものです。
 
　１年目の本年は高森町を含む 10市町村で実施され、高森町が選ばれ、担当選手の発表があ
りました。
 
　高森町の担当となった選手は次の３人です。

中：原田　拓選手（ＭＦ／背番号８）
　　（大津高校出身、2010 シーズン主将）

右：橋本拳人選手（ＭＦ・ＤＦ／背番号 38）
　　（U-20 日本代表）　　　　　
左：ジョン　ミンヒョク選手（ＦＷ／背番号 24）
　　（U-18 韓国代表）

高森町とロアッソ熊本、
皆さんと一緒に盛り上げていきましょう！

ロアッソ熊本は、クラブ発足 10周年を迎えるに当たり、

を実施します。

2014 ロアッソ熊本2014ロアッソ熊本
“火の国もりあげタイ！”プロジェクト“火の国もりあげタイ！”プロジェクト
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お問い合わせは、高SPO事務局　（62）2991までご連絡ください。

　高SPOでは、「ASOたかもり農業体験教室」として 5月の田植え体験教室をは

じめ、８月に野菜収穫体験教室、10月に稲刈り体験教室を行い、高SPO米 (あき

げしき )を収穫しました。参加者からは「お米がおいしい」と好評です。

　また、高SPO米は５月に行われた「泥りんピック」の優勝商品として「チーム

ホームページ
http://www.takaspo.jp/

　　※スマホ、携帯から
　　　でも閲覧可能です。

☆らっくん」に授与されました。おめ

でとうございます！

　農業体験教室と泥りんピックは来年

度も実施します。たくさんの参加をお

待ちしています。

　パークドーム熊本をメイン会場に、熊本
県内の総合型地域スポーツクラブ間の交流
大会が行われました。
　幼児・児童体育教室、ノルディックウォー
キング教室、キッズ・ジュニアサッカー教室、
運営委員会、事務局から集ってウォークラ
リー、キッズ・ジュニアサッカー、綱引き、
長縄跳び、年代別リレーに参加しました。

泥りんピックに優勝した「チーム☆らっくん」のみなさん

11 月 24日（日）、第４回　県内クラブ交流大会

キッズ・ジュニアサッカーで高SPOチームが見事部門優勝を果たしました！

※ 12月号の高 SPOだよりに修正箇所がありました。第２回　ウォーキング大会協賛店にだいこんや様が
抜けていました。お詫びして訂正します。

FBページも
よろしくお願いします！
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12 月 24日（火）　公共交通会議、社協サロン事業（朋遊館）、駐在嘱託員会議
12月 25日（水）　阿蘇広域行政事務組合定例会議（阿蘇市）
12月 26日（木）　環境生活部協議（熊本市）、新農業プラン第２回策定委員会、
　　　　　　　　　国保運営協議会委員会
12月 27日（金）　農業用水陳情、横山水路組合面談、仕事納め式　
12月 28日（土）　高森町消防団年末警戒（町内各地）
　１月　２日（木）　災害復旧工事現場視察（高森町内）
　１月　３日（金）　高森町成人式
　１月　５日（日）　河原地区どんどや会
　１月　６日（月）　平成 26年仕事始め式
　１月　７日（火）　熊日・ＲＫＫ新春交礼会（熊本市）
　１月　９日（木）　熊本県庁新年挨拶回り、解放同盟旗開き（熊本市）
　１月 10日（金）　熊本県警年頭視閲式（熊本市）、国会議員意見交換会（熊本市）
　１月 12日（日）　高森町消防出初め式、玉名市視察
　１月 14日（火）　林業公社打ち合わせ、平成 26年第１回高森町議会臨時議会
　１月 15日（水）　高森町小・中学校４校合同公開授業・研究発表会（高森中学校）
　１月 16日（木）～ 18日（土）　国土交通省陳情・意見交換、野菜振興協会理事会（東京都）

●45回の公務・会議への参加の一部です。
●他、36回の準公務・政治活動への参加を行いました。

お悔やみ
（平成25年度　12月21日～１月20日）

予算は１年間で 24万円です。（交際費の内の弔費分です）
現在の残りの額は　７万円です。

金　額 分　類 主な内容 備　考
20,000 円 弔　費 　香典代 －－－－－－

※交際費での支出は「公的な行事」のみです。
※「公的な行事」の後の２次会、その他の会費、経費は全て自己負担となっています。

町長交際費
（平成25年度　11月９日～１月 20日）

交際費の予算は１年間で 100万円です。
現在の残りの額は 35万 6,130 円です。

日　時 金　額 分　類 主な内容 備　考
11月９日 5,000 円 御　祝 関西熊本県人の集い 関西熊本県人会連絡協議会
12月 23日 5,000 円 御　祝 平成25年度　津留･南在水利組合総会 津留・南在水利組合
12月 27日 4,200 円 御土産代 顧問弁護士との協議の際の土産 紫垣法律事務所
１月５日 3,000 円 御　樽 河原地区どんどや 河原体育文化振興会
１月５日 3,000 円 御　樽 尾下どんどや 尾下区有林　野尻進
１月７日 10,000 円 御　樽 熊日・ＲＫＫ新春交礼会 熊本日日新聞社、熊本放送
１月７日 3,560 円 御土産代 長野県木島平村視察研修の際の土産 木島平村農村文明塾

（12月21日～1月20日）
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高森町の情報公開への取り組みが高森町の情報公開への取り組みが
高く評価されました高く評価されました

2013 年熊本県情報公開度調査　高森町が１位

　１月 28日、くまもと・市民オンブズマン（熊本市）が 2013年度の「熊本県内情報公開度調査」を発表
し、高森町が 100点満点中 93点を獲得。１位にランキングされました。
　これは、同団体が熊本県内の地方自治体を対象行ったアンケート結果を基に、2013年４月１日現在の情
報公開度を採点、評価したものです。採点項目と評価は次のとおりです。

項　　目 内　　　　　容 点数
１ 首長交際費の公開度（20点満点）
① 交際費見舞 首長交際費（病気見舞いの支出）への情報公開請求に対し、相手の氏名まで公開 5
② 香典 首長交際費（香典の支出）への情報公開請求に対し、相手の氏名まで公開 5
③ 交際費ホームページ公開 首長交際費をホームページで公開している（内容は紙情報と同じ） 10
２ 情報公開制度の運用について（15点満点）
④ 手続き 公文書の公開するには、庁内の決裁等の手続きは不要 5
⑤ ＦＡＸ・メール ファクスやメールのいずれからも情報開示請求が可能 5
⑥ コピー代 情報公開請求の際のコピー代は１枚 10 円 5
３ 情報公開制度の運用について（20点満点）
⑦ 議会ホームページ 本会議の議事録をホームページに掲載 10
⑧ 議会中継 ホームページで議会中継を行っていないが、録画を見ることができる 3
４ 情報公開条例について（25点満点）
⑨ 閲覧料 開示請求の際、閲覧手数料をとっていない 5
⑩ 請求権者 どのような人も開示請求が可能 10
⑪ 会議公開 町及び付属機関等の会議は公開 10
⑫ 教育委員会議録 発言者等が明記された会議録を公開 10
⑬ 教育委員会ホームページ 町ホームページで発言者等が明記された会議録を公開 10

（左）町長交際費等の情報は本誌や町ホームペー
ジで公開されています

（中央）議会の議事録は町ホームページで公開
されています

（上）議会の映像は動画サイトで公開され、町
ホームページから閲覧できます

　高森町では、正しい情報を正しく伝えることで、透明性のあるまちづくりをめざして
います。
　今回の調査結果で減点となった「コピー代」「議会のインターネット中継」も、４月か
らの行政情報の放送に合わせ検討を進めています。高森町は、これからもより一層の情
報公開に向けて取り組んでまいります。

今後の
取り組み
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　水基めぐりや食べ歩きなどで一躍阿蘇観光の人気スポットとなった一の宮門前町商店街。15年程前までは、
新聞に ｢消えゆく灯

ともしび

｣ と書かれ、客足が遠のいていた商店街が、現在のように活気に満ちた姿へと再生・発展
するまでには、住民や企業も含めた地域ぐるみの ｢まちづくり｣ が大きな役割を果たしました。
　 中でも、「まちづくり」を考えるにあたっては、地域の歴史や文化と調和した一体的な景観整備を目指し、
湧水を利用した水基の設置、植栽や建築物を周囲と調和させること等に心がけました。
　 一の宮門前町商店街は、阿蘇カルデラの恵みである湧水を巧みに利用し、阿蘇火山信仰を司る阿蘇神社の門前
町として良好な街並みを形成しており、自然と人々が作り上げた「阿蘇の文化的景観」の一つであると言えます。
　 阿蘇市では、こういった「阿蘇の文化的景観」の価値・魅力を発見・共有し、それらを維持・継承・改善し
ていくために、景観計画・景観条例の策定を進めています。　　　◆次回のコラムは、南小国町が担当します。

法律問題
― 職場内でのいじめ、パワハラ、セクハラ ―

コラム第 17回「景観形成によるまちづくり～一の宮門前町商店街を事例に～」担当：阿蘇市

　近年、職場内において、席を分離して孤立化させる、

仕事を与えない、業務上何の意味もない作業をさせると

いった「いじめ」、上司がその職務上の地位・権限を利

用して部下の人格を損ねる行為を行う「パワーハラスメ

ント（パワハラ）」、相手の意に反する性的言動を行う「セ

クシャルハラスメント（セクハラ）」などが社会的に問

題となっています。

　一方、法律では雇用主（使用者）に対し、従業員（労

働者）がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮を求めています。

いじめ、パワハラ、セクハラといった問題は、従業員の人格を損ねるものとして違法な行為と認識さ

れており、雇用主が法的な責任を追及される場合もあります。

　いじめ、パワハラ、セクハラといった問題を抱えておられる人は、一人で悩まずに、法律の専門家

や自治体での労働相談窓口などで相談するようにしましょう。

法テラス高森法律事務所

℡０５０（３３８３）０４６９

　今回は、阿蘇郡市の７市町村が策定を進めている景観計画・景
観条例についてお伝えします。
　熊本県では、昭和 62年に県内全域を対象に景観計画・景観条
例を策定し、良好な景観の形成に努めてきたところですが、今回
各市町村が策定する計画・条例は、これまでの取組に加え、「阿
蘇の文化的景観」について保全・改善していくことを目的とした
ものです。
　 景観計画・景観条例の策定により、地域の方々に新たな負担
や規制を強いることはほとんどありません。行政と地域が話し合
い、より良い形での「まちづくり」を行っていけるように、皆さ
まの御理解と御協力をお願いいたします。

セクハラ

パワハラ

いじめ
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▲含蔵寺（高森・上在）
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高森町成人式

９２人が新成人の仲間入り
　１月３日、高森総合センターで行われ、スーツ姿や振り袖をまとった新成人が参加しました。

　仕事や学業をがんばっている人や、県外で活躍する人、結婚している人など、さまざまな道を進む人たち

が一堂に会し、旧友や恩師との再会を喜び合いました。（裏表紙に記念写真が掲載）

　式典では多数の来賓が二十歳の門出を迎える参加者を祝福。草村町長は、「責任と義務を自覚しながら、

高森に生まれた人間として周囲に『頼られる人材』になってください」と激励。新成人を代表して津留葵さ

んが「二十歳の誓い」を宣誓しました。

　式典終了後、前原仁田神社獅子舞の披露に続き記

念行事が行われ、楢木野友哉さん（上色見・西中原）

と岩下和佳奈さん（高森・昭和）の司会のもと、各

地区の代表５人が周囲への感謝の気持ちや友情、将

来への希望などを発表しました。また、参加者への

インタビューが行われ、学生時代のエピソードや現在

のようすが発表されると会場は大盛り上がりでした。

　新成人の皆さんには、この日の喜びをかみしめ、

輝かしい将来に向かって駆け抜けていってください。

【
交
通
安
全
宣
言
】

　

仁
田
水　

唯
央
さ
ん

　
　
　
　
（
高
森
・
旭
通
）

【
成
人
者
代
表
宣
誓
】

　

津
留　

葵
さ
ん

　
　
　
　
（
高
森
・
津
留
）

二十歳の誓いを胸に

【意見発表】

安藤　龍哉さん
（河原・黒岩）

工藤　敬大さん
（色見・戸狩）

芹口　勇喜さん
（芹口・芹口）

後藤　葵さん
（高森・昭和）

後藤　亮さん
（河原・味鳥）
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町内小・中学校合同公開授業・研究発表会

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した教育実践を紹介

▲高森中学校少年消防隊の通常点検

高森町消防団　出初め式

安全・安心へ意気込みを新たに
　１月 12日、新年恒例の「消防団出初め式」が高森中央小学校グラウンドで行われました。

　式では、消防活動に功績のあった退団者や団員の表彰に続き、吉良嘉人団長は「地域住民とのつながりを深め、

火災予防に取り組んでほしい」と訓示しました。

　通常点検では、町内の 13分団と高森中学校少年消防隊が日ごろの訓練の成果を発揮していました。また、

高森幼稚園幼年消防クラブが元気な声で通常点検を行うと、会場から暖かい拍手が送られました。

　通常点検の審査結果は次のとおりです。おめでとうございます。

●優　勝／２分団（草部（社倉を除く）・芹口・菅山）

●準優勝／１分団（草部（社倉）・永野原・下切）

●第３位／ 13分団（河原）

▲高森幼稚園幼年消防クラブが元気よく防火演技を行いました

　１月 16日、高森町内の小中学校４校の児童・生徒、

教職員が、電子黒板やタブレット端末、テレビ会議

システムなどＩＣＴ（情報通信技術）を活用した公

開授業・研究発表会が高森中学校で行われ、全国か

ら教育関係者約 500人が参加しました。

　各教科の取り組みを発表する公開授業に続き、放

送大学の中川教授、石川県金沢星稜大学の佐藤教授

によるパネルディスカッションが体育館で行われ、

高森町のＩＣＴ教育に対する感想を述べたりアドバ

イスを行っていました。

　授業のようすを見学した参加者から、写真を撮っ

たり質問する光景が多く見られました。

▲パネルディスカッションのようす

▲全国から多くの人が視察に訪れました▲役場と中継を結び、災害時の対応について職員へ質問
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▲第１回のサロンで草村町長 (写真右上 )があいさつしました

　１月 19日、高森町ツーリズムビジネス研究会（吉良充展会長）主催の

「でんでん祭り」が観光交流センターで行われました。

　18日には前夜祭が行われ、親子料理教室や地元の食材を使った家庭料

理を持ち寄った交流会には多くの

人が参加しました。

　19日の本祭りには、福祉施設や

高森高校生など５団体によるオリ

ジナルおでんのほか、田楽料理が

販売。当日券がすぐに完売する盛

況ぶりでした。

　12月 19 日、町内の民生委員・児童委員

が高森総合センターに集まり、手作り弁当

を作りました。各委員が材料を持ち寄って

調理し、ごはんやおかずを一つ一つ盛りつ

けていきました。

　夕方には委員が弁当を持って担当地区の

一人暮らしのお年寄り宅を訪問し、弁当を

手渡しました。後日、感謝の電話やお手紙

などをいただくなど、喜びの声が届けられ

ました。

▲田楽料理を求めて多くの人が▲前夜祭の交流会のようす

高森町社会福祉協議会

草部・野尻地区でサロン事業

高森町民生委員・児童委員

一人暮らしのお年寄り宅へ弁当を配布

▲ごはんや調理したおかずをていねいに詰め合わせていました

高森町　でんでん祭り

おでん
4 4

と田
4

楽のおもてなし

　高森町社会福祉協議会では、住み慣れた地域で

の生活を支え、高齢者の自立支援と健康長寿を目

的に「在宅老人福祉検証事業」を町から委託を受

け、朋遊館で開催しています。12 月 24 日には

第１回のサロンが行われ、参加者はボール遊びや

食事会で楽しいひとときを過ごしていました。

【開催日程】●草部北部（毎月第１火曜日）

●野尻２（川上地区）・河原・尾下地区（第３火曜日）

●大字津留・野尻１（第４火曜日）
■お問い合わせ先
　高森町社会福祉協議会　℡（62）2158
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　12 月 18 日、天草市役所の職員が高森町役場を

訪問。高森町と天草市の友好の証として、「祝　高

森風鎮祭」と描かれた大漁旗とのぼりを高森町に贈

りました。

　熊本県の東端に位置する高森町と西端の天草市。

互いに交流を深め、県をもり立てようと昨年４月に

は天草市の「牛深ハイヤ祭」へ高森町の住民・職員

ら約 40人が参加。８月の「風鎮祭」には天草市か

ら 40人を超える「牛深ハイヤチーム」が踊りを披

露しました。同月下旬、町と風鎮祭実行委員会が祭

りの名物「造り物」２体を天草市へ寄贈しており、

現在に至ります。

　今後も高森町と天草市の持ち味を存分に生かした

交流を続けていきます。

自衛隊第８師団　第８音楽隊演奏会

音楽のすばらしさを伝える
　12 月 19 日、高森中央小学校体育館で行われ、

児童や保護者など多くの人が参加しました。

　これは、音楽演奏のすばらしさを通して芸術文化

を愛する心を育むことを目的にしたものです。

　子どもたちも目の前で繰り広げられる演奏に夢中

で、曲の途中で演奏者が立ち上がったり前へ出て演

奏すると、さかんに拍手を送っていました。

▲現在、役場ロビーに掲げられている風鎮祭の大漁旗

天草市から「風鎮祭」を祝う大漁旗

横軸連携のさらなる強化へ

▲山村さん（写真左）と草村町長

▲音楽隊の演奏に身を乗り出して聴き入っていました

第 67回全日本大学ボクシング王座決定戦に出場

拓殖大学　山村隆博さん（高森・旭通）
が草村町長を表敬訪問

　12 月 24 日、高森町出身で拓殖大学３年の山村隆博さ
ん（高森・旭通）が草村町長を表敬訪問しました。
　山村さんは、12月８日に茨城県水戸市で行われた「第
67回全日本大学ボクシング王座決定戦」の団体戦にバン
タム級で出場し、対戦相手に見事勝利。拓殖大学の８回目
の優勝に大きく貢献しました。
　優勝の報告を聞いた草村町長は、山村さんと固い握手を
交わし、その功績をたたえました。



全国中学生人権作文コンテスト

高森東中学校が表彰
　12月５日、「第 35回全国中学生人権作

文コンテスト」において、高森東中学校が

法務省人権擁護局長・全国人権擁護委員連

合会長表彰を受賞しました。

　このコンテストは、人権尊重思想の普及

高揚を目的に行われるもので、積極的に参

加するなど校内での取り組みが評価された

ものです。おめでとうございます。

高森町少年剣道クラブ

個人学年別大会で大活躍
　１月 18日、阿蘇市一の宮町で開催された「第２回阿蘇郡

市剣道連盟個人学年別大会」において、高森町少年剣道ク

ラブから 5人が出場。次の選手が入賞しました。おめでと

うございます。

■小学３年生男子の部　第３位　佐野　裕樹君

　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真左から２人目）

■小学５年生男子の部　第３位　興梠　駿斗君（写真右端）

　高森町少年剣道クラブでは、現在部員を募集しています。

一緒に体と心を鍛えませんか？

　■お問い合わせ先　事務局　植田　℡（62）1111（代表）

▲高森町少年剣道クラブのみなさん
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第11回高森湧水トンネル公園　クリスマスファンタジー

クリスマスツリーコンテスト表彰式
　12月１日～ 31日にかけて開催された高森湧水トンネル公園「クリスマスファンタジー」。このイベン

トを訪れる人々の目を楽しませたクリスマスツリーのコンテストが開催され、多くの作品が出展されまし

た。

　投票の結果、次の団体が受賞し、１月 21日に表彰式が行われました。おめでとうございます。

●特賞／色見保育園　　　　　　●金賞／特別養護老人ホーム梅香苑・高森東保育園

●銀賞／阿蘇温泉病院くるみ幼育園・ＴＪＦ８　

●銅賞／阿蘇立野病院・

　　　　高森町観光協会　

●アイデア賞／

休暇村南阿蘇・仲良し親子１・

仲良し親子２・グループホーム

あそ和楽・特別養護老人ホーム

ひめゆり

▲草村町長（後列中央）と受賞されたみなさん
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※入札（随意契約を含む）を行ったすべてを記載しています。（10万円以上）

町発注工事と業務委託契約状況（平成 25年 12月 27日～ 26年１月 14日）

番号 担当課 工事（業務委託）名
入札日
もしくは
契約日

契約相手 請負代金

1 建設課 須坂・尺司線道路舗装工事 12月 27日 ㈲カツキ企工 1,564,500 円
2 建設課 中原橋ボーリング調査業務委託 12月 27日 ㈱中央土木コンサルタント 3,150,000 円

3 建設課 永野原・宮原線流末排水測量設計
業務委託 12月 27日 ㈱高木測量設計 2,499,000 円

4 建設課 中原線測量設計業務委託 12月 27日 ㈱和調査設計 12,547,500 円

５ 建設課 黒岩・大戸ノ口線法面保護測量
設計業務委託 12月 27日 ㈱福永測量設計 1,260,000 円

６ 建設課 牧戸線測量設計業務委託 1月 14日 ㈲甲斐測量設計 2,520,000 円

番号 担当課 工事（業務委託）名 入札日もしくは契約日 契約相手 請負代金

１ 建設課 上川走地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈱岩下りんどう園 1,310,400 円
２ 建設課 宮園地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲後藤樹木園 462,000 円
３ 建設課 上ノ津留地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲富士造園土木 918,750 円
４ 建設課 猫嶽①地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲村上産業 829,500 円
５ 建設課 中戸ノ下地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲後藤樹木園 605,850 円
６ 建設課 上戸ノ下地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲後藤樹木園 472,500 円
７ 建設課 下小畑地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲甲斐興業 777,000 円
８ 建設課 大戸ノ口・本河原線②災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈱岩下りんどう園 1,764,000 円
９ 建設課 黒岩・畦数線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲後藤樹木園 1,806,000 円
10 建設課 柳谷・木郷線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈾松田興業 1,961,400 円
11 建設課 黒岩・大戸ノ口線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 金瀬組 1,258,950 円
12 建設課 県境線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲甲斐興業 997,500 円
13 建設課 牧戸線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲甲斐興業 1,573,950 円
14 建設課 峰ノ宿線 1号箇所林道災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 西田建設㈱ 5,113,500 円
15 建設課 上中ノ正地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲後藤建設 3,052,350 円
16 建設課 大戸ノ口・本河原線①災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲谷川土木 4,273,500 円
17 建設課 洗川線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲古寺工務店 2,988,300 円
18 建設課 上川走線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 西田建設㈱ 2,992,500 円
19 建設課 峰ノ宿線３号箇所林道災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲カツキ企工 2,341,500 円
20 建設課 下西川地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲佐藤建設 2,100,000 円
21 建設課 猫嶽②地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲富士造園土木 2,163,000 円
22 建設課 猫嶽③地区農地等災害復旧工事 平成 25年 12月 17日 ㈲村上産業 1,974,000 円
23 建設課 川原戸川災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲佐藤建設 2,331,000 円
24 建設課 菅山・芹口線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 西田建設㈱ 2,079,000 円
25 建設課 片山中央線災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈾松田興業 2,140,950 円
26 建設課 峰ノ宿線２号箇所林道災害復旧工事 平成 25年 12月 27日 ㈲カツキ企工 1,417,500 円

災害復旧・緊急の町発注工事と業務委託契約状況
（平成 25年 12月 27日）

※高森町政治倫理条例　第 11条　町が発注する工事等のうち、災害時の緊急対応及び復旧事業に係るものにつ
いては、この条例を適用しない。ただし、第１条の趣旨に反するものであってはならない。
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平
成
26
年
春
の
全
国
火
災
予
防
運
動

○
３
月
１
日
〜
７
日

　
　

全
国
統
一
防
火
標
語　

　
　
　
　

『
消
す
ま
で
は 

心
の
警
報 

Ｏ
Ｎ
の
ま
ま
』

　

こ
の
時
季
は
、
空
気
が
乾
燥
し
風
も
強
く
、
ひ
と
た
び
火
災
が

発
生
す
る
と
大
火
災
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
火
の
元
に
は

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
火
災
で
亡
く
な
る
方
の
多
く

は
逃
げ
遅
れ
で
す
。

　

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
に
つ
い
て

・
住
宅
に
お
け
る
火
災
の
発
生
を
未
然
に
又
は
早
期
に
感
知
し
、

警
報
す
る
警
報
器
で
す
。

・
平
成
20
年
６
月
１
日
か
ら
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

・
昼
間
に
比
べ
て
就
寝
時
間
帯
が
命
を
落
と
す
危
険
性
が
高
い
理

由
か
ら
、
必
要
最
小
限
で
効
果
の
高
い
と
考
え
ら
れ
る
場
所
と

し
て
、
寝
室
に
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

注
意
事
項

「
電
池
切
れ
に
注
意
！
」

　
　

定
期
的
に
作
動
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。
住
宅
用
火
災
警
報
器

は
電
池
が
切
れ
る
と
作
動
し
な
く
な
り
ま
す
。

「
定
期
的
に
お
手
入
れ
を
し
ま
し
ょ
う
。
」

　
　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
ホ
コ
リ
が
入
る
と
誤
作
動
を
起
こ
す

場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
火
災
予
防
の
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　
●
寝
た
ば
こ
や
、
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
を
し
な
い
。

　
●
子
供
に
は
、
マ
ッ
チ
や
ラ
イ
タ
ー
で
遊
ば
せ
な
い
。

　
●
天
ぷ
ら
を
揚
げ
る
と
き
に
は
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

　
●
風
の
強
い
と
き
に
は
、
た
き
火
を
し
な
い
。

　
●
家
の
ま
わ
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を
置
か
な
い
。

　
●
電
気
器
具
は
正
し
く
使
い
、
た
こ
足
配
線
は
し
な
い
。

　
●
ス
ト
ー
ブ
に
は
燃
え
や
す
い
物
を
近
づ
け
な
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
広
域
消
防
本
部
南
部
分
署　

℡
（
６
２
）
９
０
３
４

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

高
森
警
察
署　

℡
（
６
２
）
０
１
１
０

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
税
務
署　

℡
０
９
６
７
（
２
２
）０
５
５
１

サ
イ
バ
ー
犯
罪
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
、
パ
ソ
コ
ン
と
同
等
の
機
能
を
持
つ
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
普
及
に
と
も
な
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
利
用

で
き
る
環
境
が
身
近
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
犯
罪
・
ト
ラ
ブ
ル
等
の
被
害
も
増
加
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
犯
罪
・
ト
ラ
ブ
ル
は
「
正
し
い
知
識

と
利
用
法
」
を
身
に
つ
け
て
い
れ
ば
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
す
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
安
全
な
利
用
の
た
め
、
必

ず
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

●
通
信
販
売
サ
イ
ト
で
の
ト
ラ
ブ
ル
に
ご
用
心
！

　

実
在
す
る
通
信
販
売
サ
イ
ト
を
装
っ
た
り
、
連
絡
先
等
を
偽
っ

た
通
信
販
売
サ
イ
ト
で
商
品
を
注
文
し
、
注
文
し
た
も
の
と
異

な
る
商
品
が
届
い
た
り
、
商
品
が
届
か
ず
返
金
も
さ
れ
な
い
と

い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
次
の
４
点
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

（
１
）
確
実
な
連
絡
先
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

（
２
）
振
込
先
口
座
は
お
店
の
名
義
で
す
か
？

（
３
）
価
格
が
極
端
に
安
く
あ
り
ま
せ
ん
か
？

（
４
）
不
自
然
な
日
本
語
表
記
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
サ
イ
ト
す
べ
て
が
偽
サ
イ
ト
で
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
該
当
し
な
い
サ
イ
ト
が
す
べ
て

安
心
な
サ
イ
ト
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
購
入
す
る
際
に
は
、
十
分

に
注
意
し
て
、
少
し
で
も
疑
わ
し
い
場
合
は
利
用
を
控
え
て
く

だ
さ
い
。

消
費
税
法
改
正
等
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

消
費
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か

ら
「
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
」
の
税
率
が
、
５
％
か
ら
８
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
税
庁
に
お
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.nta.

go.jp

）
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
欄
に
「
消
費
税
法
改
正
の
お
知
ら
せ

（
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
関
係
）
」
の
特
集
ペ
ー
ジ
を
設

け
、
改
正
内
容
等
の
広
報
・
周
知
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
消
費
税
法
等
の
主
な
改
正
内
容
を
記
載
し
た
「
消
費

税
法
改
正
等
の
お
知
ら
せ
」（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）
に
つ
い
て
も
、

各
税
務
署
の
窓
口
に
備
え
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

消
費
税
法
改
正
等
に
関
し
て
、
お
分
か
り
に
な
り
に
く
い
点

や
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
最
寄

り
の
税
務
署
（
改
正
消
費
税
相
談
コ
ー
ナ
ー
）
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

復
興
特
別
所
得
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
に
か
け
て
は
、
所
得
税
と
併

せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
及
び
納
付
を
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各
年
分
の
基
準
所
得
税
額
（
原

則
と
し
て
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
額
）
に
２
・
１
％
の
税
率
を

掛
け
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
個
人
の
方
に
係
る

復
興
特
別
所
得
税
の
あ
ら
ま
し
」
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄

り
の
税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。　
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じんけん
住じ

ゅ
う

民み
ん

福ふ
く

祉し

課か　

人じ
ん

権け
ん

同ど
う

和わ

啓け
い

発は
つ

係か
か
り

■お問い合わせ先　住民福祉課　福祉係　℡（６２）１１１１（内線１３２）

部ぶ

落ら
く

差さ

別べ
つ

は
深し

ん

刻こ
く

な
人じ

ん

権け
ん

侵し
ん

害が
い

で
す
！

国民年金だより

国民年金保険料の追納制度をご存知ですか？
　国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険
料の全額又は一部が免除される「申請免除制度」や障害基礎年金を受けている人などが該当
する「法定免除制度」があります。
　また、若年層（20歳代）を対象として保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」
や学生を対象とした「学生納付特例制度」もあります。
　これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期間については、年金を受け取るために必要
な受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額が少なくなります。
　このため、保険料免除や納付猶予の期間が 10年以内であれば、あとから保険料を納付す
ること（追納）ができるようになっています。将来、受け取る年金額を増額するためにも、
追納することをお勧めします。
　なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して、３年
度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せさ
れます。追納保険料は、先に経過月の分から順次納めていただくことになります。
●これからの年金相談日程（毎月第４金曜日）
　　２月 28日（金）　　３月 28日（金）　※事前に予約が必要です
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熊
本
県
し
ご
と
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

２
月
と
３
月
の
第
１
・
第
３
水
曜
日
に
、
特
定

の
テ
ー
マ
ご
と
の
労
働
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

来
所
又
は
電
話
い
た
だ
く
と
、
社
会
保
険
労
務

士
の
相
談
員
が
お
受
け
し
ま
す
。
な
お
、
そ
の

他
の
労
働
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
日
程
・
内
容

・
２
月
５
日
（
水
）、
19
日
（
水
）

　
「
未
払
い
賃
金（
未
払
い
残
業
代
）に
つ
い
て
」

・
３
月
５
日
（
水
）、
19
日
（
水
）

　
「
解
雇
、
退
職
勧
奨
・
退
職
、
雇
い
止
め
に

つ
い
て
」

■
相
談
時
間　

午
後
１
時
〜
４
時

■
場
所　

熊
本
市
中
央
区
水
道
町
８
の
６

　
　
　
　

朝
日
生
命
熊
本
ビ
ル
１
階

■
相
談
電
話
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

℡
０
９
６
（
３
５
２
）
３
６
１
３

し
尿
く
み
取
り
料
金
改
定
の

お
知
ら
せ

特
定
の
テ
ー
マ
ご
と
に
労
働
相
談

を
行
い
ま
す

　

阿
蘇
広
域
行
政
事
務
組
合
で
は
、
し
尿
く
み

取
り
業
務
を
効
率
的
に
行
い
、
か
つ
適
正
な
料

金
で
実
施
す
る
た
め
、
昨
今
の
燃
料
費
の
高
騰

や
物
価
上
昇
率
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

審
議
を
行
っ
た
結
果
、
左
記
の
と
お
り
改
定
す

る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。
今
回
の
料
金
改
定

は
、
平
成
11
年
以
来
15
年
ぶ
り
の
改
定
と
な
り

ま
す
。

　

し
尿
く
み
取
り
と
い
う
生
活
に
密
着
し
た
業

務
を
安
定
的
・
継
続
的
に
行
う
た
め
、
収
集
コ

ス
ト
に
係
る
経
費
を
実
態
に
応
じ
て
適
正
化
し

た
も
の
で
す
。
何
と
ぞ
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

■
料　

金

○
現　

行
（
３
月
31
日
ま
で
）

　

10
ℓ
に
つ
き　

１
０
０
円
（
消
費
税
別
）

○
改
定
後
（
４
月
１
日
か
ら
）

　

10
ℓ
に
つ
き　

１
１
０
円
（
消
費
税
別
）

今
後
の
町
民
バ
ス
の
方
向
性
に

つ
い
て

　

昨
年
12
月
24
日
に
高
森
町
地
域
公
共
交
通
会

議
が
開
催
さ
れ
、
４
月
か
ら
の
町
民
バ
ス
の
運

行
に
つ
い
て
方
向
性
が
見
直
さ
れ
る
点
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

■
主
な
改
正
点

　
「
尾
下
線
」「
河
原
線
」「
津
留
・
野
尻
線
」

の
３
便
目
は
廃
止
と
な
り
、
乗
合
タ
ク
シ
ー
で

の
運
行
と
な
り
ま
す
。
利
用
す
る
人
は
、
あ
ら

か
じ
め
タ
ク
シ
ー
会
社
に
予
約
を
行
い
、
停
留

所
で
乗
車
・
降
車
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
高
森
環
状
線
の
乗
合
タ
ク
シ
ー
は
現

行
通
り
の
運
行
と
な
り
ま
す
。

　

新
年
度
に
な
り
ま
し
た
ら
新
た
な
時
刻
表
を

作
成
・
配
布
す
る
予
定
で
す
。
町
民
バ
ス
を
今

後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

高
森
町
人
事
異
動
（
１
月
８
日
付
）

●
建
設
課
長　

松
本　

満
夫（
建
設
課
長
補
佐
）

●
総
務
課
付　

工
藤　

英
二（
建
設
課
長
）

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
広
域
行
政
事
務
組
合

　

℡
０
９
６
７
（
２
４
）
３
１
１
１

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

政
策
推
進
課　

政
策
企
画
係

　

℡
（
６
２
）
１
１
１
１
（
内
線
１
５
４
）
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熊
本
城
マ
ラ
ソ
ン
２
０
１
４
の
開
催

に
伴
う
交
通
規
制
の
実
施
に
つ
い
て

平
成
26
年
度
「
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
」

の
募
集
に
つ
い
て

　

２
月
16
日
（
日
）、熊
本
市
内
に
お
い
て
「
熊

本
城
マ
ラ
ソ
ン
２
０
１
４
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。

大
会
当
日
は
、
長
時
間
に
わ
た
り
大
規
模
な
交

通
規
制
を
行
い
ま
す
の
で
、
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス

沿
線
以
外
の
通
行
可
能
な
道
路
で
も
大
幅
な
渋

滞
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
本
大
会
で
は
県
内
外
か
ら
多
く
の

ラ
ン
ナ
ー
が
参
加
し
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
特
に
熊
本
市
内
へ
お
出
か
け
の
際
に

は
マ
イ
カ
ー
の
使
用
を
ひ
か
え
、
公
共
交
通
機

関
の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
２
月
16
日

（
日
）
は
ノ
ー
マ
イ
カ
ー
デ
ー
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。
交
通
規
制
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、「
熊

本
城
マ
ラ
ソ
ン
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

（http://kum
am
otojyo-m

arathon.jp/

）

※
郵
便
物
や
宅
配
便
な
ど
が
遅
れ
て
届
く
こ
と

も
予
想
さ
れ
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
城
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
事
務
局

　

℡
０
９
６
（
３
２
８
）
２
３
７
３

け
て
い
ま
す
。
不
明
な
点
は
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
必
要
事
項

　

・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、
性
別
、
生
年
月
日
、

年
齢
、
職
業
、
住
所
、
郵
便
番
号
、
電
話

番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

・
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
を
知
っ
た
き
っ
か
け

（
具
体
的
に
記
入
）

　

・
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
に
応
募
し
た
理
由

（
１
０
０
字
程
度
）

■
募
集
期
限

　

２
月
28
日
（
金
）（
当
日
消
印
有
効
）

※
応
募
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
適
正
に
取

り
扱
い
ま
す
。
な
お
、
一
度
送
付
さ
れ
た
申

込
書
は
お
返
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

九
州
森
林
管
理
局　

企
画
調
整
課

　

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
担
当

　

〒
８
６
０
ー
０
０
８
１

　

熊
本
市
西
区
京
町
本
丁
２
番
７
号

　

℡
０
９
６
（
３
２
８
）
３
５
１
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
９
６
（
３
２
８
）
３
６
４
３

　

メ
ー
ル　

ky_kikaku@
rinya.m

aff .go.jp

　

林
野
庁
九
州
森
林
管
理
局
で
は
、
国
有
林
を

よ
り
身
近
な
存
在
と
し
て
感
じ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
森
林
・
林
業
や
国
有
林
に
興
味
を
持
っ

て
い
る
人
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
く
「
国
有
林

モ
ニ
タ
ー
」
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
応
募
資
格

　

九
州
・
沖
縄
８
県
に
お
住
ま
い
の
20
歳
以
上

（
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在
）
の
人
で
、
森
林
・

林
業
お
よ
び
国
有
林
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
人

（
国
会
・
地
方
議
会
の
議
員
、
地
方
公
共
団
体

の
長
お
よ
び
国
家
公
務
員
は
除
き
ま
す
）

■
募
集
人
員　

60
人
程
度

■
依
頼
期
間

　

平
成
26
年
４
月
〜
27
年
３
月
（
１
年
間
）

■
依
頼
内
容

　

・
森
林
や
林
業
、
国
有
林
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
へ
の
回
答
、
意
見
や
提
言
な
ど
の

報
告
、
森
林
管
理
局
広
報
誌
へ
の
投
稿

　

・
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
の
出
席

　
　
（
年
１
〜
２
回
程
度
、
希
望
者
の
み
）

■
応
募
方
法

　

官
製
ハ
ガ
キ
ま
た
は
封
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
以
下
の
宛
先
ま
で
応
募
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
メ
ー
ル
や
フ
ァ
ク
ス
で
も
受
け
付
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出
願
受
付
順
に
書
類
選
考
と
面
接
を
行
い
ま
す
。

■
出
願
期
間

　
推
薦
入
学　

１
月
15
日（
水
）〜
24
日（
金
）

　

一
般
入
学　

１
月
25
日（
土
）〜
４
月
30
日（
水
）

【
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園　

生
涯
学
習
通
信
講
座
】

　

趣
味
・
教
養
か
ら
語
学
・
資
格
ま
で
、
幅
広

い
ジ
ャ
ン
ル
の
講
座
が
２
０
０
コ
ー
ス
以
上
あ

り
ま
す
。
通
信
講
座
で
新
し
い
趣
味
・
技
能
を

身
に
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か
？
（
主
な
講
座
：
俳

句
、
短
歌
、
書
道
、
ペ
ン
字
、
写
経
、
水
彩
画
、

絵
手
紙
、
写
真
、
エ
ッ
セ
イ
、
古
文
書
、
漢
方
・

薬
膳
、
ハ
ー
ブ
、
折
り
紙
、
ハ
ン
グ
ル
、
中
国

語
、
ス
ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
な
ど
）

■
履
修
期
間

　

３
ヵ
月
〜
１
年（
講
座
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

■
出
願
・
申
し
込
み
方
法

　

請
求
に
よ
り
、
無
料
の
案
内
書
を
お
届
け
し

ま
す
。
ハ
ガ
キ
、
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

■
申
込
受
付
期
間　
通
年
に
わ
た
り
受
付
し
ま
す

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園

　

℡
０
４
２
（
５
７
２
）
３
１
５
１
（
代
表
）

　

案
内
書
請
求
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

℡
０
１
２
０
（
０
６
）
８
８
８
１

　

熊
本
県
立
図
書
館
で
は
、
左
記
の
ビ
ジ
ネ
ス

支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス

　

司
書
が
、
起
業
・
経
営
に
関
す
る
資
料
探
し

を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

●
起
業
・
経
営
相
談

　

専
門
相
談
員
（
中
小
企
業
診
断
士
）
に
よ
る

相
談
を
毎
週
日
曜
の
午
後
開
催
し
て
い
ま
す
。

事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

起
業
・
経
営
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

参
加
費
は
無
料
で
す
が
、
事
前
申
込
み
が
必
要

で
す
。

　

■
日
時　

３
月
１
日
（
土
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時
40
分

　

■
会
場　

県
立
図
書
館　

３
階
大
研
修
室

　
　
（
熊
本
市
中
央
区
出
水
２
丁
目
５
番
１
号
）

　

■
内
容
『
身
近
な
起
業
家
に
学
ぶ
』　　
　

　
　
　

終
了
後
、
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
相
談
電
話
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
立
図
書
館

　

℡
０
９
６
（
３
８
４
）
５
０
０
０

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
で
は
、
通
信
制
の
高
等
学
校
普

通
科
（
３
年
制
）
の
生
徒
、
生
涯
学
習
通
信
講

座
の
受
講
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
広
域
通
信
制　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
高
等
学
校
普
通
科
】

　

全
国
ど
こ
か
ら
で
も
入
学
可
能
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
放
送
を
利
用
し
た
特
色
の

あ
る
教
育
課
程
で
す
。

■
履
修
期
間　

３
年
（
た
だ
し
、転
編
入
あ
り
）

■
コ
ー
ス

・
ベ
ー
シ
ッ
ク
コ
ー
ス

　

課
題
を
郵
送
ま
た
は
ネ
ッ
ト
で
リ
ポ
ー
ト
提

出
。月
１
・
２
回
程
度
、協
力
校（
開
新
高
校
な
ど
）

へ
登
校
す
る
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
い
ま
す
。

・
ｅ
コ
ー
ス

　

課
題
を
ネ
ッ
ト
で
リ
ポ
ー
ト
提
出
。
年
間
で

４
日
以
上
協
力
校
（
国
立
阿
蘇
青
少
年
交
流
の

家
な
ど
）へ
集
中
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
い
ま
す
。

■
募
集
対
象

　

中
学
校
を
卒
業
し
た
人
ま
た
は
平
成
26
年
３
月

に
卒
業
見
込
み
の
人
、
高
等
学
校
中
退
者
な
ど

■
出
願
・
申
し
込
み
方
法

　

請
求
に
よ
り
入
学
案
内
書
と
願
書
を
お
届
け
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園　

生
徒
募
集
中
！

あ
な
た
の
起
業
や
会
社
の
経
営

改
善
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
！
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●　

●

俳　
　

句
（
河
原
す
す
き
の
句
会
）　

平
成
二
十
六
年
一
月

肥
後
狂
句
（
阿
蘇
御
神
火
会　

十
二
月
会
）

無
料
登
記
相
談
所
が
開
設
さ
れ
ま
す

　

熊
本
地
方
法
務
局
が
無
料
の
登
記
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
土
地
・
建
物
等
の
売
買
・
贈
与
・

相
続
な
ど
の
登
記
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て
熊

本
地
方
法
務
局
職
員
が
対
応
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

２
月
20
日
（
第
３
木
曜
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

　
　
　
　
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
き
ま
す
）

■
場
所　

阿
蘇
市
支
所
２
階
会
議
室

　
　
　
（
阿
蘇
市
一
の
宮
町
宮
地
５
０
４
の
１
）

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
地
方
法
務
局
総
務
課
庶
務
係

　

℡
０
９
６
（
３
６
４
）
２
１
４
５
（
代
表
）

お詫びと訂正 ─────────
広報たかもり１月号の記事中、以下の内容に誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。

13 ページ「町発注工事と業務委託契約状況」
の請負代金額
（誤）7行目　㈲原部塗装工業　1,688,400 円
　　 ８行目　松田興業　　　　4,273,500 円
　　 ９行目　金瀬組　　　　　   786,450 円
　　　　　　　　↓
（正）7行目　㈲原部塗装工業　4,273,500 円
　　 ８行目　松田興業　　　   　786,450 円
　　 ９行目　金瀬組　　　　   1,688,400 円

22 ページ「第 2回高森町公売会の実施」
（誤）●公売代金 51万 7700円
　　　　　　　　↓
（正）●公売代金 11万 7700円
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健康講座健康講座
Healthy course

　肥満とは体内に脂肪が過剰に蓄積されている状態のことで、肥満者は世界中で増加する一方です。肥満の原因は、
大半が過食や生活活動量の低下ですが、病気が原因で二次的に肥満になる場合もあります。
【肥満の原因】
　私たちが身体を動かす為のエネルギー源は、「食事」です。そしてそのエネルギーを消費するのは、①基礎代謝（体
温維持や呼吸など、生きていく為に最低限必要なエネルギーで、性別、体格、年齢により変化する）、②食事誘導性熱
産生（食事の消化・吸収に必要なエネルギー）、③活動による熱産生（デスクワークや肉体労働など、個人差が大きい）
の3つです。食事量と消費する量のバランスが取れていれば、体重は変わりません。しかし、バランスが崩れて消費
する量よりも、食事量が多くなれば、脂肪として身体に蓄積されます。
わずかなバランスの乱れが肥満をまねく !!
　40歳の男性（163㎝、60㎏）を例に考えてみます。（図参照）
　①のように1日2,000kcal で食事と消費のバランスが取れている場合、体重は5年後も変わりません。
　しかし、わずか1日50kcal 余分に食べると、②のように5年間で90,000kcal が過剰になり、体脂肪1㎏は約
8,000kcal なので、11㎏体重が増加する計算になります。
　また、③は1日の立ち時間が2時間短くなり、
座る時間が2時間長くなった場合です。体重60
㎏の人の場合、消費量が1日50kcal 減少する
ので、5年間で90,000kcal が過剰になり、11
㎏の増加につながります。
　両方合わさった場合は 22㎏の増加になりま
す。実際は、日常の食事量や運動量は一定では
なく、基礎代謝も体重増加に伴って増加する為、
この計算通りにはなりません。しかし、わずか
な食事の摂取増加や運動不足が積み重なると、
体重は思っている以上に増加します。
　毎日の食事、どのくらい食べていますか？また、どれくらい活動していますか？
　50kcal の食事量と、50kcal を活動・運動で消費するのに必要な時間を見てみましょう。

　50kcal 分食べるのは簡単だけど、消費する為
にはけっこう動かないといけないんですね。食べ
る量と活動量を考え、意識的にバランスを調整し
て、肥満にならないように気をつけましょう。
　ちなみに、外食メニューや間食（おやつ）、アルコール類も高カロリーの物が多いので、注意が必要です。
　　和食：しょうが焼き定食（789kcal）、幕の内弁当（806kcal）、親子丼（731kcal）
　　洋食：ハンバーグ定食 (712kcal)、オムライス (843kcal)、ビーフカレー (937kcal)
　　中華：ラーメン (443kcal)、酢豚定食 (914kcal)、春巻き 2個 (369kcal)
　　軽食・デザート：お好み焼き（553kcal）、三角ショートケーキ (251kcal)、たい焼き (211kcal)
　　アルコール：缶ビール 350ml（141kcal）、日本酒 1合 196kcal、焼酎 100ml（146kcal）

肥満について肥満について
～お正月太りは早めに解消を～～お正月太りは早めに解消を～

食品 重量 目安の量
ご飯 30g 小さめのお茶碗で約 1/3 杯
もち 21g 約 1/2 個
食パン（6枚切り） 19g 約 1/3 枚
みかん 100g 普通サイズ 1個
ポテトチップス 9g 約 5枚（1枚平均 2g）
大福もち 23g 小さめの大福で約半分
チョコレート 9g 板チョコ 1/6 枚

生活活動 運動 50kcal消費するのに
必要な時間

軽い掃除（ごみ捨て、整頓）ストレッチング、ヨガ 33分

普通歩行、屋内の掃除 バレーボール、
ボウリング 25分

掃除機がけ、大工仕事 家での軽い運動、
ゴルフ 20分

自転車に乗る、子どもと
遊ぶ（歩く） 水中運動、卓球 15分

子どもと遊ぶ（走る）、速歩 野球、ドッジボール 13分

家具の移動・運搬 ジョギングと歩行の組み
合わせ、バスケットボール 10分

階段を上がる、重い荷物
の運搬

サッカー、テニス、サイ
クリング、ランニング   ８分

図
45 歳男性
163㎝
60㎏

40歳男性 ②
163㎝
60㎏　 45歳男性

163㎝
71㎏

① １日必要エネルギー量 2,000kcal を継続　

１日2,050kcal（50kcalを余分に食べると）
50kcal×365日×５年≒90,000kcal
90,000÷8,000＝ 11.3㎏

１日2,000kcal（消費量が50kcal減少すると）
50kcal×365日×５年≒90,000kcal
90,000÷8,000＝ 11.3㎏

③

５年後…

50kcal の食事量 50kcal 消費する為に必要な活動・運動（体重 60㎏の人の場合）

■お問い合わせ先　健康推進課　健康推進係　℡（62）1111（内線 122・123）
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●
２
月
16
日
（
日
）

　

・
第
35
回
高
森
町
交
通
安
全
宣
言
駅
伝
大
会

　
　
（
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
周
辺
）
／
９
時
〜

●
２
月
17
日
（
月
）

　

・
役
場
支
払
日

●
２
月
20
日
（
木
）

　

・
１
歳
６
ヵ
月
児
健
康
診
査
・
フ
ッ
素
塗
布

　
　
（
高
森
総
合
セ
ン
タ
ー
）
／
13
時

●
２
月
25
日
（
火
）

　

・
役
場
支
払
日

●
３
月
４
日
（
火
）

　

・
４
ヵ
月
児
健
診
（
白
水
保
健
セ
ン
タ
ー
）
／
13
時
〜

●
３
月
５
日
（
水
）

　

・
役
場
支
払
日

●
３
月
７
日
（
金
）

　

・
パ
パ
マ
マ
セ
ミ
ナ
ー
（
育
児
編
）（
高
森
総
合
セ
ン
タ
ー
）

　
　

／
19
時
〜

2013年 12月受付分（敬称略）

平成25年12月 31日現在

人口／７，０３２人（±０）
男性／３，３５１人（＋６）
女性／３，６８１人（△６）
世帯／２，８３６世帯（△５）

2
月
16
日

　

〜
3
月
15
日

［ 住 所 ］

高　森・旭　通

芹　口・芹　口

高　森・昭　和

高　森・冬　野

上色見・前　原

［ 死 亡 者 ］

中村　タツ

江藤ツナ子

今井　博次

谷川アイ子

後藤　信子

［年齢］

96

91

73

93

92

［ 御 遺 族 ］

中村　　稔

江藤　明德

今井ヒロ子

谷川　元憲

後藤今朝幸

休日在宅医
◎診療は午前9時から午後5時まで

２月16日 渡 邊 内 科 ℡（67）1777

２月23日 後 藤 医 院 ℡（67）0019

３月２日 藤 本 医 院 ℡（67）0020

３月９日 阿 蘇 立 野 病 院 ℡（68）0111

■2月16日～3月15日分

▼
寒
暖
の
差
が
激
し
く
、

体
調
を
崩
し
や
す
い
季
節

に
入
り
ま
し
た
。
手
洗
い

は
感
染
症
予
防
に
効
果
的

で
す
が
、
正
し
い
方
法
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
で
す
▼
そ
れ
は
①
手

の
ひ
ら
②
手
の
甲
③
指
先

や
手
の
間
④
指
の
間
⑤
親

指
⑥
手
首
を
５
秒
ず
つ
洗

う
と
い
う
も
の
▼
子
ど
も

や
お
年
寄
り
な
ど
抵
抗
力

の
弱
い
人
を
感
染
症
を
守

る
た
め
に
も
、
私
た
ち
の

心
が
け
が
大
切
で
す
。

愛の

ご寄付
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●町社会福祉協議会へ（順不同、敬称略）

［香典返し］
大村　悦子　　今井ヒロ子　　江藤　明德
瀨井　ソヨ
［歳末助け合い］
含蔵寺子ども坐禅会　　内倉　利治

●広報寄付（順不同、敬称略）
出上　人志（埼玉県狭山市）
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１月３日、高森町成人式が高森総合センターで開かれました。式典の詳細は 16㌻で紹介しています。
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A Coming of Age CeremonyA Coming of Age Ceremony




